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日本の社会では、伝統的に公家と武家が別々の社会階層を成していた。これは、中世ヨーロッ

パでは決 して見 られない状況である。イングラン ド王国の有力者たちは、戦士であると同時に

貴族でもあった。彼 らは自らが仕える王のために戦い、宮中会議に出席 していた。王室と管区

の間には、特に王の側近や最も信頼の篤い家臣が果たす役割に絡んで、ある種の緊張があった

かもしれないが、原則として、主要な領主が宮廷か ら蔑ろにされることはなかった。実際、大

領主は宮 中会議に出席するもの と考え られていた し、彼 らは、例 えば幼 くして即位 した

RichardHの 場合のように、政治的危機の際には、新興勢力ではなく、 自分たちこそ政府の

中心的存在になるべきだと主張した。っまり多くの場合、戦士、貴族、官僚の役割が一っになっ

ていたのである。か くして、後に話をすることになるボル トンのScrope卿 リチャー ドは、

RichardIIの 時代における騎士の鑑であり、宮廷の誉れであり、さらに政府の高官でもあった。

一方、聖職者や高位の英国教会信者は、行政を担当し、王室礼拝堂に人材 を配置していたこと

から、帝都に住み天皇に仕えていた日本の貴族 に相当する存在 と考えられるかもしれない。彼

らは確かに独 自の階級を構成していた。しかし、戦士と全 く別の存在というわけでもなかった。

高位聖職者の中には、RichardII統 治時代におけるノー リッジのDespenser司 教のように、軍

隊の指揮にあたる者もいたからだ。また、Durhamと い う教区はパラティネー トとして、聖俗

に跨る権威を備えたプ リンス ・ビショップによって統治されていた。そしてプリンス ・ビショッ

プの印章の一面には、国王のそれと同様、戦士としての姿が描かれていた2。

日本の場合と異なる点としては、この他、中世イングラン ドでは大地主が戦士として活躍 し

ていたとい うこともあげられる。かって、馬上戦のスペシャリス トたる騎士は独 自の規範に従

う存在 として、広大な封土の領主とは明確に区別 されていた。 しかし12世 紀になると、国内

の領主と地主は、文字通りナイ トの称号を授かったという意味で、また文化的には騎士道に従っ

たという意味で、騎士そのものになっていた。例えば14世 紀中期以降、イングラン ドの領主

にとって、国王直轄のエ リー ト部隊であるガーター勲爵士団の一員になることは、何 より名誉

なこととされていた。独立 した存在であった日本 の武家 とは違い、騎士階級は、社会的権力や

権威 と不可分の関係にあった3。中世イングラン ドにおける騎士社会の構造は、これを的確に

表現する言葉が他にはないため、封建制度 と言われている4。封建制度は、王国が戦争に備え

るために導入 し発展させたシステムとして理解 されている。土地を与えられる見返 りに、強大

な土地保有者(直 属受封者)は 、自らの支配下にある騎士 と共に国王に奉仕する。 さらに土地

保有者は、封臣たる騎士に対する見返 りとして、彼 らに家来を与える。征服王ウィリアムは、

1066年 以降、直属受封者だけでなく、封臣も国王が支配できるような制度を作 り上げ、隣国
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フランスの国王を羨ましがらせた。 このように、イングラン ドの封建王国は、11世 紀末の時

点で、フランスに比べると中央権力の強さが際立つものとなっていた。というよりも、むしろ

フランスにおけるほど権力が分断されていなかった、と言ったほ うがいいかもしれない5。

しかし時が経つにつれて、軍役奉仕に基づく封建的なつなが りは弱くなっていく。ある意味、

これは封建制度の構造自体がもたらした結果と言えよう。まず、封臣に与えられた土地は不可

譲のものであった。時代が進むと、土地を最初に譲 り受けた騎士の子孫の中には、「中間領主」、

っまり土地を付与 した上位の領主と直接のつなが りを持たない者が出現する。当時は長子相続

制だったため、男系が途絶えると、騎士の封土は分割 された。また13世 紀には、騎士はすで

にジェン トリーへ と姿を変えていた。つまり、戦 うことを生業としていた者たちが、それほど

大きくはないものの、土地を所有する貴族になった とい うことである。そのため、兵 を集 める

ことがそれまでと比べて簡単ではなくなり、軍隊の規模が大きくな り、戦費が倍増 した。かく

して、軍役が数字に置き換えられ、税金 として集められた金が、軍費、特に国内外で徴集され

た歩兵軍のために利用されるようになったのだ。 しかし何より重要なのは、エ ドワー ド1の 統

治時代(1272-1307)、 王が直属受封者に対し、軍役奉仕を正式な契約の下に求めるようになっ

たことである。っまり、騎士は封建的な義務 としてではなく、報酬に対する見返 りとして王に

仕えるよ うになったのだ。契約による軍役 というこのシステムは、エ ドワー ド皿の時代にイン

グラン ドで完成 し、それによって軍事的必要性は、封建制度の存在根拠ではなくなった。

本稿は、14世 紀ならびに15世 紀のイングランドにおける後期封建制度について論 じたもの
バスタ　 ド　フェ　ダ リズム

である。19世 紀以降、「擬似封建制度」 とい う概念に議論が集 中してきた。 「擬似封建制度」

の名付け親CharlesPlummerは 、当初、契約による軍役 とい うシステムについて、封臣に土

地を永代授与する代わりに、報酬契約に基づいて家臣を終身雇用するものとして説明 し、封建

制度の衰退をもたらしたものと位置づけた。そして、中世後期の諸問題、すなわち官僚の混乱、

権力の濫用、そして 「強大な力を持った家臣」の堕落の原因が、この擬似封建制度にあると主

張した6。

このような否定的な見解に対 し、20世 紀の歴史学者は、様々な角度から反論を提示 した。

まず、契約に基づく家臣の雇用は、実際にはそれほど広範なものではなく、主として軍務に限

られていたことが分かってきた。また1(.BMc:Farlaneは 、かつて契約に基づく家臣の雇用が

原因とされていた権力の濫用にっいて、それが実際には王権の弱体化に因るものだったとして

いる。つまり、原因は強すぎる家臣にではなく、弱すぎる国王にあったのだ7。かつては不安

定だと考えられていた奉仕に基づくつながりも、安定性をもたらしうるものとして考えられる

ようになった。移 り気で計算高い とされていた家臣は、多 くの場合、領主に忠実で、献身的に

尽くしていたことが分かった。さらに、契約に基づ く家臣の雇用、っまり歯形捺印証書に基づ

く正式な奉仕契約は、社会の様々な関係一領主と土地所有者の関係を含む一を背景 として評価

されるよ うになった。そうして、契約に基づく家臣の雇用は、小規模で、しかも特殊な奉仕形

態に過ぎないことが明らかになったのだ。人 目を引くが、一番重要 というわけではないのであ

る。 さらに、研究によれば、家臣に対する終身年金を現金で支払 う制度の開始は、14世 紀初

頭 と考えられている擬i似封建制度の台頭 より以前の、1140年 まで遡 ることが明らかになって
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いる。つま り、かつては封建制度と擬似封建制度が両立していたのだ8。

中世後期のイングラン ドにおける政治的 ・軍事的社会について20世 紀に行われた議論は、

擬似封建制度の性質と意義をめぐる論争に明け暮れたといっても過言ではない。封建制度の名

残は消え去ることがなかったが、それ らは時代錯誤の存在 と考えられていた。その意義はほと

んど無視 され、興味を持っのは骨董商だけとい うあ りさまであった。HelenCamは 後期封建

制度について論文を書いているが、彼女の関心は、封建制度の残 り火にではなく、もっぱら制

度の衰退にあった9。フランス同様、イングラン ドには、国王の令状が効力を制限 される大小

の領主特権領が数多 く存在 していたことを考えると、古い関係が評価 されないことは興味深 く

映るかもしれない。 しかも、イングラン ドでは地域間の相違が著しく、比較的早い時期にイン

グラン ド王国の首都 となったウェス トミンスターから離れれば離れるほど、その傾向は強まっ

ていく。首都の遥か北、スコットラン ド王国との唯一・の国境まで来ると、その相違は極めて顕

著である。また、MichaelHicksが 言 うように、封建制度 と擬似封建制度の名残は、国境地帯

に近づ くほど色濃い10。北部研究を専門とする歴史家は、北部地域に生き続ける封建制度にた

びたび言及 している。 しかしその論評は、流行遅れだといった曖昧な表現に終始 し、すこし厳

密に言ったところで、偉大な領主に牛耳られていたという程度であり、理論的なものではなかっ

た。しかも彼らの言及は、中央の効果的な支配をこの地域まで拡大するとい う計画をチューダー

王朝が推 し進めた16世 紀に関するものなのだ。16世 紀に限って言えば、例えばM.E.James、

BernardBeckingsale、StevenEllisの 論文によって、現在に至るまで活発な議論がなされて

いる11。しかしながら、11世 紀や12世 紀に確立された封建制度、その制度や関係の名残が実際

に社会に影響を及ぼし続けてきた可能性については、ほとん ど論 じられてこなかった。本稿で

は、現代に続く封建制度の意義、そして封建i制度の名残 と14世 紀か ら15世 紀にかけて存在 し

た擬似封建制度との関連について考察する。その際、ある特定の地域、つま り重要な国境地域

に注目することにする。そ うすることで、封建関係は、後か ら登場した擬i似封建関係 と並行 し

て存在 していたことが明らかになるであろ う。現存する資料や特殊な政治状況のおかげで、北

部のある地域について詳しい検討を行なうことができた。その地域とは、ヨークシャー州北西

部の リッチモン ド・カウンティ、っま り、15世 紀には リッチモン ドシャー として知られてい

た場所である。

リッチモンドシャーは、リッチモンドとい う直接受封者所領の中心であった。ウア川 とティー

ズ川に挟まれた5つ のワペンテイク(行 政区の単位)か らなる地域で、高台にリッチモン ド城

がそびえている。 リッチモン ドの街は 「seigneurialborough」 、つま り領主が支配す るバラ

(城市)で あ り、伯爵は封土の地代を徴集していた。直接受封者所領の多くは細かく分断され

ていたが、伯爵は一続きの広大な特権領 を所有 していた。「county」とはフランス語で 「伯爵

の特権領」 とい う意味であり、この点で、ここはまさしく 「カウンティ」だったと言える。中

世後期の 「特権領」 として、 この地はラテン語の 「comitatus」(「 州」の意味)と して、ま

た英語では リッチモン ドシャーとして知られるようになったようだ12。この街の大きさは、伯

爵が同じく直接受封者所領を保有 していたケンブリッジシャーとほぼ同じだった。ただし、ケ

ンブ リッジシャーの方には、いくつかの直接受封者所領が点在 していた。また、イー リーとい
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う教 会 の 小 さ な特 権 領 に 限 っ て は そ うで もな い が 、 中 世後 期 の ケ ン ブ リ ッジ シ ャー に お い て 、

封 建制 度 は、土 地所 有者 と して の領 主 の存在 を意 味 してい るにす ぎな か った。 リッチモ ン ドシ ャー

が、 イ ン グ ラ ン ド北 部 で 唯 一 の特 権 領 とい うわ け で は な い。 事 実 、 ノ ー サ ン バ ー ラ ン ドや カ ン

バ ー ラ ン ド、 ウ ェ ス トモ ー ア ラン ド、 ヨー ク シ ャー とい っ た カ ウン テ ィ に は 、 国 王 が 定 め た 州

奉 行 の管 轄 を外 れ た地 域 が 多 数 存 在 した 。 王 権 州 と して の 権 限 を持 ち 、 しか も もろ と も有名 な

の は、Durhamと い う教 会 の特 権領 で あ る。 こ こ は リッチ モ ン ドシ ャー とほ ぼ同 じ大 き さだ が 、

北部 の ヘ クサ ム シ ャー(Hexhamshire)と 同 様 、 そ の 宗 教 上 の 立場 に よ り、政 治 的 に は リ ッ

チモ ン ドシ ャー とは違 った 性 格 を有 して い る13。

リ ッチモ ン ドシ ャー は、 世 俗 の 特 権 領 の 中で も っ とも重 要 で あ っ た 。 世 俗 の 者 に よ る封 土 の

所 有 は複 雑 に な りが ち だ が、 こ こは ブ リタニ ー 公 爵 とい う不 在 領 主 が 代 々 所 有 して い た た め、

国 王 に とっ て 、 そ う した意 識 が や や 希 薄 だ っ た。 こ こで 少 し、 国 王 とブ リタニ ー 公 爵 の 関 係 に

つ い て触 れ て お い た ほ うが よい だ ろ う。 そ うす る こ とで 、 なぜ リッチ モ ン ドシ ャー で 頻 繁 に不

動 産復 帰 が行 な わ れ 、 そ して 中世 後 期 、 そ の事 実 上 の支 配 権 が イ ン グ ラ ン ドに移 った か が 分 か

るか らだ 。 そ の過 程 は複 雑 な ものだ っ た が 、だ か らこ そ、 直接 受 封者 所 領 と して は珍 しく、 リ ッ

チ モ ン ドに は 、 わ ず か な が らも封 建 関係 に 関す る貴 重 な証 拠 が存 在 し、 そ れ を基 に して 、 擬i似

封 建 時代 に お い て も リ ッチモ ン ドで は依 然 と して重 要 で あ り続 け た封 建 制 を評 価 す る こ とが で

き るの だ。

百 年 戦 争 に 伴 う緊 迫 した外 交 関係 が14世 紀 の領 地 を決 定 した とい っ て も過 言 で は な い 。 ま

ず は、 子 供 に 恵 まれ な い ま ま 、1341年 に 死 亡 した ジ ョン皿:か ら話 を始 め る こ とに し よ う。 公

爵 が 所 有 して い た イ ン グ ラ ン ド内 の土 地 は エ ドワー ド皿 の 手 に戻 り、 エ ドワ ー ド皿 は 、1342

年 に、2歳 の 息 子 、 ジ ョン ・オ ブ ・ゴー ン トに リ ッチ モ ン ド伯 の地 位 を授 け た。 エ ドワー ド皿

は これ と同 時 に、 彼 と権利 を争 う者 の一 人 、 ジ ョ ン ・ド ・モ ンフ ォ ー トの 主 張 に も一 理 あ る と

考 え、 そ の後17年 間 に わ た っ て 、彼 の 後 継 者 の た め に 、 公 爵 領 の 確 保 に 専 心 す る。 と こ ろが 、

ブ リタニ ー 公 爵 ジ ョンIVと イ ン グ ラ ン ド国 王 との 関係 は 、 決 して 単純 な もの で は な か っ た。 公

爵 領 の保 有 を め ぐ って ライ バル の 野 心 に 絶 え間 な く脅 か され て い た ジ ョ ンは 、 安全 確 保 の た め

に は フ ラ ンス 王 と和 解 す る こ と もや む な し と判 断 す る。1360年 代 後 半 の こ とで あ っ た 。 と こ

ろ が1372年 、 彼 はイ ン グ ラ ン ドの 地 に 戻 る と、 エ ドワー ド皿:の娘 、 メ ア リー と結 婚 し、 ゴー

ン トが しぶ しぶ 譲 って くれ た リ ッチ モ ン ド伯 爵 の 地 位 を授 か る こ と にな る。 そ の調 印 が 済 む や

否 や 、 ジ ョン は公 爵 領 か ら追放 され 、 そ の 後6年 間 の大 半 をイ ング ラ ン ドに潜 伏 して過 した後 、

1379年 に ブ リ タニ ー へ と戻 っ て くる。 とこ ろ が 、彼 は1381年 に再 び 変 節 を遂 げ、 リ ッチ モ ン

ド伯 爵 の地 位 を剥 奪 され て しま う。 や が て リ ッチ モ ン ドは リチ ャー ドIIの 妻 、 ボ ヘ ミア 出 身 の

ア ン の 手 に ゆだ ね られ る。1394年 に彼 女 が 亡 くな る と、 リチ ャー ドHが ジ ョン との 間 で新 た

な 同盟 関係 を結 ぶ た め の 道 が 開 かれ る 。 そ して1398年 、 両者 は リッ チ モ ン ドの返 還 を盛 り込

んだ 条 約 に調 印 す る の で あ る14。

1年 後 、平 穏 状 態 に終 止 符 を打 つ よ うな2つ の 出来 事 が起 こ った 。 ジ ョンIVが 亡 く な り、 ヘ

ン リーIVが イ ン グ ラ ン ド国王 と な った の だ。 お そ ら く父 の望 み を尊 重 して の こ とで あ ろ う。 彼

は爵 位 を 維 持 す る。 そ の後 、1457年 に ヘ ン リーVIが 異 父 弟 の エ ドモ ン ド ・チ ュー ダ ー に リッ

296



イングラン ドにおける後期封建制度

チ モ ン ド伯 爵 の 称 号 を授 け るまで 、 こ の直接 受封 者 所 領 での 収入 と封 建 的権 利 は、 国王 の 主 だ っ

た 支 持 者 た ち に与 え られ た 。 リッチ モ ン ド ・カ ウ ン テ ィ 、つ ま り リ ッチモ ン ドシ ャー は、 一 時

的 にヘ ン リーVIの 叔 父 、ベ ドフォ ー ド公 爵 の ジ ョン の所 有 とな った1425年 か ら1444年 ま で の

期 間 を除 き、 ミ ドル ハ ムの ネ ヴ ィル 家 の事 実 上 の封 土 とな っ た。 ジ ョンIVの 死 後9年 を経 て 、

リッチ モ ン ドはネ ヴ ィル 家 の 手 に 戻 り、若 きネ ヴ ィル ー 族 が受 け継 い でい った 。 最 初 は ソー ル

ズ ベ リー 伯 リチ ャー ド、続 い て そ の 息子 で 、 ワー ウ ィ ック ・ザ ・キ ン グ メー カ ー と して 知 られ

る リチ ャー ド、 そ の 死 後 は彼 の政 治 的継 承 者 、 グ ロー ス ター 公 リチ ャー ド、 す な わ ち 将 来 の リ

チ ャ ー ド皿へ と受 け継 が れ る のだ 。 エ ドマ ン ド ・チ ュ ー ダー と息 子 のヘ ン リー ・チ ュー ダー は、

1485年 にヘ ン リー が リチ ャ ー ド皿 を 破 り、 ヘ ン リー 皿 と して イ ン グ ラ ン ドに君 臨 す るま で 、

伯 爵領 、 と りわ け リ ッチ モ ン ド ・カ ウンテ ィを領 有 す る こ とが で きな か っ た15。

以 上 、 大 変複 雑 な話 だ が 、伯 爵 、言 い 換 えれ ば カ ウ ンテ ィの 譲 受 人 と リ ッチ モ ン ドシ ャー と

い う社 会 の封 建 関 係 の意 義 を考 え る うえ で 押 さえ て お く必 要 が あ る。 ま ず 、14世 紀 後 半 にお

け る所 有 権 の移 動 、 お よび ラ ン カ ス ター 家 とモ ン フ ォ ー ト家 の 間 で の訴 訟 な らび に反 訴 か ら、

い か な る権 利 、 特権 お よび 収 入 が発 生 す る の か とい う問題 が 繰 り返 し持 ち上 が っ た。 か く して 、

直 接 受 封 者 所領 に 関す る ま とま っ た資 料 が 作 成 され 、厳 重 に保 管 され る こ とに な った の で あ る。

そ の うち の1つ が 、1722年 に 骨董 商RogerGaleに よ っ て 出版 され 、 現在 はBritishLibraryに

保 管 され て い る、RegistrumHonorisdeRichmondと い うもの で あ る。 これ は リ ッチ モ ン ド ・

カ ウ ンテ ィ の 、1400年 を挟 ん だ 数 十 年 間 に 関 す る 資 料 で あ る16。他 に も、 ナ ン トのArchives

de:Loire-Atlanqueに 行 け ば 、":LeLivredesDomaines"を 閲 覧 す る こ とが で き る。 これ は

1398年 、 ジ ョンIVが リッチ モ ン ドを最 終 的 に 奪還 した と きに 行 な っ た 調 査 の 記 録 で あ る。 内

容 は、 カ ウ ンテ ィの 行 政 区分 で あ る 「区 」 の 詳 細 、 「区 」 が 支 払 うべ き負 担 金 の 明細 、 な らび

に 封 建 的 土 地 所 有 者 の 勘 定 書 な どで あ る。 ま た1398年 に つ い て は 、 公 爵 の 収 入 源 で あ る 直 属

地 内 の 不 動 産 の 範 囲 が 明 らか に され て い る17。

リッチ モ ン ドシ ャー の領 有 を望 む者 は 、 同 カ ウ ンテ ィ を、 何 よ りも魅 力 的 な 収 入源 と して 見

て い た に違 い な い 。1398年 、 リッチ モ ン ドに は8つ の荘 園 、4つ の 村 、2つ の 山林 お よ びバ

ラ(城 市)が あ っ た が 、 それ らは合 わせ て 年 間460ポ ン ド以 上 の 収入 を 生 ん だ。 これ 以 外 に も、

伯 爵 は 、 商 品 が カ ウ ンテ ィや 「区 」 を通 過 す る際 の 通 行 料 、 負 担 金 、 そ の他 の封 建 的課 税 か ら

収 入 を 得 る こ とが で き た18。 しか も彼 に は、 令 状 返 還 権 が あ っ た。 つ ま り、 ヨー ク シ ャー の州

奉 行 は こ の カ ウ ンテ ィか ら排 斥 され た とい うわ け だ 。 本 来 州 奉 行 が 行 な う巡 回裁 判 は 、5つ の

ワペ ン テ イ クを 担 当 す る代 官 が代 行 した。 財 政 上 、 封 建 制 度 か ら もた ら され る収 入 は それ ほ ど

重 要 で は な か っ た。 例 え ば 、1398年 で は 全 体 の5%に も満 た な い。 た だ し、15世 紀 前 半 に土

地 収 入 が 少 な くな る と、 この 割 合 は 大 き く な っ た19。 しか し封 建 的賦 課 金 は 、 そ の 財 政 上 の価

値 とは不 釣 合 い な ほ どの 重 要性 を有 して い た。

リ ッチ モ ン ド ・カ ウ ンテ ィ に は62の 騎 士 領 が あ っ た。 っ ま り、 当初 の 伯 爵 が 、62人 の 騎 士

に土 地 を譲 渡 した とい うわ け だ。 伯 爵 の封 臣 とな っ た 騎 士 た ち は 「新 」 リ ッチモ ン ド城 の 警 護

を担 当 し、様 々 な機 会 に 、相 続 上 納 金 、 上 納 金 な どを領 主 に支 払 っ た。 城 を警 備 す る期 間 は1

年 に2ヶ 月 と され 、 各 騎 士 が 城 壁 の 一 区画 を 、 代 を継 ぎ な が らま も っ た。 しか し14世 紀 後 半
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に な る と、 本 人 が 直 接 警 備 に あ た る こ とは な くな る。 封 建 的召 集 は 、城 郭 警 護 税(wardsand

fines)の1年 ご と の一 括 払 い に 取 っ て 代 わ られ た の だ 。 ま た 、 最 初 に領 地 を 与 え られ た62人

の騎 士 の うち、1398年 の 時点 で 子 孫 が そ の 地 を受 け継 い で い た の は 、28人 に過 ぎ な か った20。

さ らに、再 下封 が行 われ 、騎 士領 は3つ の封 土 に分 け られ た。治 安 官 の封 土(Constable'sfee)、

ミ ドル ハ ム 封 土(Middlehamfee)、 お よ び マ ー ミオ ン封 土(Marmion£ee)で あ る。 この 中

で も っ と も 大 き い 治 安 官 の 封 土 は 、 も と も と世 襲 制 の 城 守 の た め の も の で あ っ た が 、

1320年 か ら21年 の 間 に、GeofεreyScrope卿 が購 入 した。 しか し最 終 的 に 、 この 土 地 は 、 ボル

トン とマ シ ャ ム とい う、Scrope一 族 の2つ の分 家 で 分 け合 う こ とに な る。 リチ ャ ー ドIIの 時 代

の 記 録 に よ る と、 両 家 で13の 騎 士 領 を 分 け合 い 、過 半 数 を マ シ ャム の分 家 が 獲 得 した こ とに

な っ て い る。 ミ ドル ハ ム封 土 は 、 これ に比 べ る と幾 分 狭 か っ た。 現 存 す る記 録 に よれ ば 、ヘ ン

リーIVの 時 代 、6っ の 騎 士 領 を43人 が 転 借 して い た とい う こ とで あ る。 城 郭 警 護 税 は 各 自が

ネ ヴ ィル 家 に納 め て い た 。 封 土 か らの 総 収 入 は 、 自 由地 代 そ の 他 の雑 収 入 を含 め て年 間約12

ポ ン ドに上 り、 そ の うち の2ポ ン ドは 、ハ ン グ ウェ ス トとい う ワペ ン テイ ク の代 官 に 与 え られ

た。 マ ー ミオ ン 封 土(Marmionfee)は 初 期 の 頃 の 受 封 者 の名 前 に ち な ん で こ う名 づ け られ

た が 、14世 紀 半 ば に は フ ィ ッチ ュ ー 家(:Fitzhughs)が 領 有 す る よ うに な り、規 模 は3つ の 封

土 の 中で 最 小 で あ る21。

ボル トンのScropeが 領 有 した荘 園 の1つ に 、 ク ロ フ ト ・オ ン ・テ ー ズ が あ る。1440年 の 時

点 で 、 主 た る 転 借 人 は ジ ョ ン ・ク レル ボ ー で あ っ た。 彼 は騎 士領 の 半 分 を領 有 し、Scrope家

に支 払 っ た 地 代 と負 担 金 は 、2シ リン グ11ペ ン ス に 達 した 。 彼 の 他 に は、 自由受 封 者 が5人

お り、彼 らは わず か な金 を払 うか 、 あ るい は 真 夏 に な る と矢 尻 に棘 の つ い た 矢 か 薔 薇 を納 めて

い た22。 カ ウ ンテ ィ で は地 代 の 多 くが 現 物 で 支 払 わ れ 、 矢 や 薔 薇 の 他 に、 胡 椒 や ク ミ ンな どが

供 され る こ と もあ っ た。 封 地 の領 主 は、 こ う した 賦 課 金 を徴 収 し、 年 度 ご と に決 算 を行 わ せ る

た め に 専 従 の家 臣 を置 い て い た。 中世 後 期 の 会 計 と 同 じ く、封 建 的 土 地 保 有 者 の 請 求 は多 岐 に

お よぶ こ とが あ っ た。 例 えば 、マ ー ミオ ン封 土(Marmion(フ ィ ッチ ュー)fee)の 所 有者 は 、

城 郭 警護 税(封 土 保 有 付 付 随負 担 金 、finesandwards)、 自由 地代 、 不 動 産 復 帰 、 お よび 貴

族 と して 所 有 す る土 地 か ら生 ず る利 益 を受 け取 っ た が 、 これ 以 外 に も受 封 者 の一 部 か ら独 自に

地 代 を徴 収 す る こ とが で き 、15世 紀 初 頭 に は 、新 た に 、 リー ミン グ に あ る鍛 冶 工 場 の 地 代 の

徴 収 も行 な う よ うに な っ た23。担 当 は世 襲 か 、 少 な く と も 同族 で行 な う こ とが 慣 わ しに な っ て

い た。 例 え ば 、 マ ー ミオ ン 封 土(Marmionfee)で は フ ォ ッ クス ホー ル 家 、 ミ ドル ハ ム封 土

(Middlehamfee)で は ウ ェル デ ン家 とい う具 合 で あ る24。 再 下 封 が行 わ れ た た め に 、 カ ウン

テ ィ の封 建 的 構 造 は複 雑 に な った 。 この影 響 は 、伯 爵 、 中世 後 期 に は 国 王 に代 わ る不 在 地 主 、

ブ リタニ ー 公 爵 だ けで な く、 再 下封 後 の封 土 を所 有 す る三 貴族 、す なわ ち、Scrope家 、 ネ ヴ ィ

ル 家 、 フ ィ ッチ ュー 家 に も及 んだ 。

封 建 的 な権 利 が 永 き に わた っ て意 味 を持 ち続 け た こ とを示 す 例 が い くつ か あ る。1つ は 、様 々

な料 金 を徴 収 し、記 録 を残 す とい うこ と に対 す る関 心 の高 さだ 。 国 王 や ブ リタニ ー公 爵 に よ る

記 録 だ け で な く、 フ ィ ッチ ュー 家 の記 録 も多 く残 って い る。 フ ィ ッチ ュー 家 の 記 録 には 、 封建

的 土地 保 有 者 の勘 定書 の 他 、 自由土 地 保 有 者 の訴 訟 を取 り上 げ るた め(ち な み に、 年 間2ボ ン
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ド程 度 の 定期 収 入 を も た らす)、 タ ン フ ィ ー ル ド(本 来 、 封 土 の 中 心 で あ っ た と考 え られ る)

近 郊 の ソー ンバ ラ で 年 問17回(3週 間 に1回)ほ ど開 か れ た 、 荘 園裁 判 所 で の 封 土 に 関す る

審 理 の記 録 な ど が含 ま れ て い る。 ネ ヴ ィル 、 フ ィ ッチ ュ ー 、Scropeに は 、 封 建 的 受 封 者 の記

録 を残 して お く必 要 が あ った 。 不 動 産 復 帰 や 後 見 権 に 絡 ん で 思 わ ぬ利 益 が転 が り込 む 可能 性 が

あ っ た か らだ 。1417年 か ら18年 に か け て 、 フ ィ ッチ ュ ー卿 ヘ ン リー は 思 わ ぬ 幸 運 を手 に した 。

彼 は2人 の相 続 人 の 後 見 を行 な い 、 ジ ョ ン ・ラ トン(John:Laton)と マ ー マ デ ュー ク ・エ グ

ゼ ル ビー(MarmadukeExelby)と い う未 成 年 者 の 婚 姻 権 を総 額49ポ ン ドで 売 却 す る こ とが

で き た の だ25。 封 建 的権 利 の 恩恵 に浴 して い た の は 王 だ け で は な か っ た とい うわ けで あ る。14

65年 、Scrope卿 ジ ョ ン は 、 ク ロ フ ツ の 直 属 地 す べ て を最 大 の 受 封 人 だ っ た リチ ャ ー ド ・ク レ

ル ボ ー に 売却 した の だ が 、 そ の 際 、荘 園 の 領 有 権 に加 え 、騎 士 の奉 仕 に よ っ て維 持 され て い る

土 地 に っ い て の 自由 地 代 、負 担金 、城 郭 警 護 税 を手 放 さなか っ た の も、 そ の た め で あ ろ う26。

しか し封 建 的 な権 利 は 、物 質 的 な 面 だ け で な く、 儀 式 的 ・象 徴 的 な意 味 で も重 要 で あ った 。

真 夏 に な る と矢 尻 に棘 の つ い た矢 や 薔 薇 を 伯 爵 や そ の代 理 人 に納 め る とい う行 為 は、 毎 年 の 恒

例 行 事 の よ うな も の で あ っ た 。 封 土 の 所 有 者Scrope卿 、 そ れ に続 い て ウェ ス トモ ー ラ ン ド伯

ラル フ も 、 リ ッチ モ ン ドに伯 爵 が所 有 す る 城 に対 抗 して、 ウ ェイ ンズ デ ー ル か ら数 マ イ ル しか

離 れ て い な い場 所 に そ れ ぞ れ 大 き な城 を 築 い た こ とは 、 偶 然 で は な い。Scrope卿 リチ ャ ー ド

は 、1378年 か ら96年 にか け て 、戦 争 や 日ご ろ の 職 務 か ら得 た 莫 大 な利 益 で 、 近 代 的 な 要 塞 の

如 き城 を築 い た。 この城 は 、 ウェイ ン ズデ ー ル の 中 心 に築 か れ た 彼 の 存 在 の 証 で あ るだ け で な

く、彼 に素 晴 ら しい住 ま い を提 供 して くれ た。 これ に負 け じ とば か りに、 ウ ェス トモ ー ラ ン ド

伯 、 ラ ル フ ・ネ ヴ ィル は 、1397年 に ジ ョ ン ・オ ブ ・ゴー ン トの 娘 、 ジ ョア ン ・ボ ー フ ォ ー ト

と婚 姻 した 後 、 ミ ドル ハ ム に あ っ た城 を 、 自 らの 結 婚 生 活 にふ さわ しい 城 へ と20年 か け て 改

造 した とい うこ とだ27。 た だ 、ヘ ン リー ・フ ィ ッチ ュー だ け は 、 こ うした 競 争 に加 わ らな か っ

た 。 彼 は 、イ ン グ ラ ン ドにお け る修 道 院 の建 設 に力 を注 い だ の だ28。

RegisteroftheHonourと して 知 られ る 文 書 に 記 載 され た 、 リ ッチ モ ン ドの騎 士 領 や 城 郭

警 護 の リス トの 中 に は 、城 の平 面 図 に、 各 警 護 者 の持 ち場 を それ ぞれ 旗 で示 した も の も あ る29。

そ れ が 描 かれ た の は 、2ヶ,月 間 の城 壁 の 警 護 を 実 際 に 行 な う者 が い な くな っ て 、 す で に何 年 も

経 つ 頃 で あ っ た。 警 護 の配 置 図 に美 しい 紋 章 が あ し らわ れ て い るの を 見 る と、 そ の任 務 が名 誉

な こ とで あ り、 そ れ を特 権 と して 受 け継 い だ28人 の ジ ェ ン トル マ ン が 、 富 の程 度 に 差 は あ る

もの の 、 い ず れ も地 元 社 会 にお け る高 い 地 位 を誇 りに 思 っ て い た こ とが うか が われ る。 リ ッチ

モ ン ドシ ャ ー で城 郭 警護 税(wardsandfines)を 支 払 っ て い る とい うこ と は 、 隣人 よ りも優i

れ て い る とい う証 しで あ っ た。

しか し 、象 徴:的な意 味合 い が強 か った にせ よ 、主 だ っ た封 建受 封 者 に城 の警 備 が義 務 と して

課 せ られ てい た とい う事 実 か らは、 彼 ら に依 然 と して 軍役 の負 担 が期 待 され て い た こ とが うか

が 分 か る 。1398年 、 ブ リ タニ ー 公 、 ジ ョ ンrvは 、 カ ウン テ ィ の調 査 を行 な う代 理 人 に 対 し、

土 地保 有 者 を 明確 に特 定 す る よ う命 じた 。 そ の結 果 、 土 地保 有者 は 、 臣従 の誓 い に よ る者(騎

士 領 所 有 者)、 忠誠 に よ る者(自 由 土地 保 有 者)、 お よび 「土 地保 有 者 を示 す 杖 に よ る」 者(自

発 的 土 地 保 有 者 で 、 土地 を数 ヴ ァー ゲ ー ト所 有 す る者)に 分 類 され た。 しか し代 理 人 の報 告 に
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よれ ば 、彼 らは伯 爵 に対 して 、 臣 従 の 誓 い を行 な わ な か っ た とい うの だ。 これ は 、伯 爵 や そ の

相 続 人 に とっ て重 大 な不 利 益 とな る。 臣 従 の 誓 い が で きな い の は 、 国 王 の側 近 中 の側 近 、 ウ ィ

ル トシ ャー伯 、WilliamScropeの せ い だ と彼 らは ほ の め か した30。実 際 、彼 らの言 う通 りだ っ

た の か も しれ ない 。 と言 うの も、 自 らの 臣 下 が 外 国 の 勢 力 、 と りわ け ブ リタ ニ ー公 に 忠 誠 を誓

うこ とを許 す 国王 な どい る はず は な い か らだ。 な に せ 、 ブ リタニ ー公 と言 え ば 、 変節 とい うこ

とに か けて は誰 に も負 け ない 人 物 な の だ か ら。 この よ うな 理 由か ら、彼 自信 の 野 心 を 実 現 す る

た め に 、 或 い は フ ラ ンス 国 王 をイ ン グ ラ ン ドか ら守 るた めで あっ て も、 リッチ モ ン ド ・カ ウ ン

テ ィで 兵力 を整 え る こ とは許 され な い 状 況 で あ っ た 。

しか し、 国 王 が爵 位 を 自 ら保 持 した た め 、 そ の よ うな危 険 性 は な くな っ た。 実 際 、 リッチ モ

ン ドシ ャー の騎 士 を集 め る の は、 国 王 の 代 理 人 の 仕 事 とい うこ とに な っ た。 この 代 理 人 は、 常

に3人 の封 土保 有 者 の1人 が 務 めて い た よ うだ 。 ジ ョン公 爵 自身 は 、 追 放 を 受 け て 、 イ ン グ ラ

ン ドで 厳 重 な看 視 の 下 に暮 ら して い た1373年 か ら79年 の 間 に 、Scrope卿 と懇 意 な 関係 に な っ

た と見 られ る。 この 人 物 は ボ ル トン城 を 築 き 、1378年 か ら80年 ま で は イ ング ラ ン ドの 大 法 官

を 務 め た名 士 で 、 広 く尊 敬 を集 め て い た 。1398年 、 彼 は 治 安 官 で あ る と同 時 に 、 国 王 の 執 事

で もあ った31。 しか し、 国王 が 伯 爵 の地 位 を剥 奪 した1381年 以 後 、 しば ら くの間 、 フ ィ ッチ ュー

卿 が 城 とカ ウン テ ィの 賃 借 人 とな り、433ポ ン ド6シ リン グ8ペ ンス を支 払 っ た32。 しか し最

終 的 に勝 利 した の は 、 ウ ェ ス トモ ー ラ ン ド伯 、 ラル フ ・ネ ヴ ィル で あ る。 彼 は1388年 に ミ ド

ル ハ ム 封 土 を 相 続 し 、 妻 の ジ ョ ア ン ・ボ ー フ ォ ー トと子 供 た ち に こ れ を 分 与 し、 さ ら に 、

1399年 には 国 王 と姻 戚 関係 を結 ん だ の だ。 彼 は1399年 か ら1425年 に 亡 くな る ま で リ ッチ モ ン

ドシ ャ ー の領 有 権 を保 有 し、 そ の 後 は 息 子 と孫 に そ れ を受 け継 が せ た33。

代 々 のネ ヴィル 家 が 、 リ ッチ モ ン ドシ ャー の 封 建 的 土 地 保 有 者 を結 集 し、 国 王 の た め に果 た

した 軍 役 に は様 々 な形 態 が あ っ た 。 例 え ば、1403年 お よ び1405年 に は 国 王 を反 乱 軍 か ら守 っ

て い た 。 あ る い は1417年 や1436年 の よ うに 、 フ ラ ン ス へ 出兵 させ た こ と もあ る。 ま た 、 これ

が一 番 重 要 な のだ が、 西 部 地 域 の 長 と して 、 ス コ ッ トラ ン ドとの 国 境 警備 に 兵 を 派 遣 す る こ と

も あρ た。 中世 後 期 のイ ン グ ラ ン ドで は 、 土 地 保 有 者 が 兵 力 の圧 倒 的 割 合 を 占め 、 特 に国 防 の

た め に 、 ま た 内乱 の際 に活 躍 した 。 軍 記 物 の 中に うか が え、 現 存 す る家 内 記 録 に よっ て 確 認 で

き るの は 、 薔 薇 戦 争 で は土 地 保 有 者 が 召集 され た とい う事 実 で あ る34。 これ は従 来 、 地 主 に よ

る権 力 の行 使 と解 釈 され て い た が 、 そ れ だ け で は な く、 封 建 的 義 務 で も あっ た の だ 。 リッチ モ

ン ド ・カ ウンテ ィで は、 す べ て の 土 地 保 有 者 、 な らび に伯 爵 に代 わ る3つ の 封 土 の 保 有 者 を、

土 地 保 有 条 件 に よ って 召 集 す る こ とが 可 能 で あ っ た 。 事 実 上 、 リッチ モ ン ドの 譲 受 人 は、 カ ウ

ンテ ィ 内 で封 建 的 召 集 をか け る こ とが で き た の だ 。 通 常 、 奉 仕 を行 な う者 は 、 対 価 と して 報 酬

と補 償 を受 け取 っ た。 例 え ば 、1448年 、 フ ィ ッチ ュー 卿 は 、 ミ ッケル トンの 土 地 保 有 者 が ス

コ ッ トラ ン ドと戦 った こ と に謝 意 を示 した 。 しか し、 土 地 保 有 者 は 、 自 らの 義 務 だ っ た か らそ

う した だ け の こ となの だ35。

イ ン グ ラ ン ドを守 るた め にス コ ッ トラ ン ドと戦 うこ とは、 西 部 地 域 の 長 と して の 、 ミ ドル ハ

ム の領 主 の 義 務 な の だ 。 こ こで 、 契 約 に 基 づ き雇 用 され た 家 臣 に話 を戻 して み る。 西 部 地 域 の

長 に は 、 こ の点 を視 野 に 入 れ て家 臣 を雇 い 入 れ る こ とを認 め られ た か らだ。 だ い た い1457年
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か ら58年 、1464年 か ら65年 、 そ して1473年 か ら74年 ま で の 、 ミ ドル ハ ム の領 主 か ら金 銭 を受

け取 っ た 者 に よ る記 録 が 残 され て い る の だ が 、 そ れ に よれ ば 、 領 主 が 負 担 し、 契 約 に 基 づ く家

臣 に支 払 わ れ た 料 金 が20種 類 ほ どあ っ た 。 そ こ に記 され た家 臣 の顔 ぶ れ は毎 回 異 な っ て い た

が 、 い ず れ も同 じジ ェ ン ト リー 出身 者 や カ ウ ンテ ィの 土 地 保 有 者 で 、彼 らは 本 来 伯 爵 な どが有

して い た 徴 収権 を 手 に 入 れ る よ うに な る。 これ ら3つ の グル ー プ の 家 臣 お よび彼 らが 契約 に基

づ い て奉 仕 を義 務 付 け られ た領 主(ソ ー ル ズ ベ リー 伯 リチ ャ ー ド ・ネ ヴ ィル 、 ワー ウ ィ ック伯

リチ ャ ー ド ・ネ ヴ ィル 、 お よび グ ロ チ ェ ス タ ー公 リチ ャー ド)を 結 び付 け る決 定 的 な 要素 が 、

コニ ヤ ー ズ家 の果 た す 重 要 な役 割 で あ っ た 。 この 一 族 を 率 い て い た の は 、1457年 か ら58年 に

か け て は ク リス トフ ァー 、 それ 以 降 が息 子 の サ ー ・ジ ョン とい う人物 で あ っ た。 二 人 は共 に 、

ミ ドル ハ ム と リ ッチ モ ン ド、 な らび に監 督 下 に あ る ワペ ンテ イ ク の 執行 官 管 轄権 区 で 、執 事 と

治 安 官 を 兼 ね て い た 。 ま た 、 ミ ドル ハ ム(ミ ドル ハ ム 封 土 を 含 む)お よび リ ッチ モ ン ド ・カ ウ

ンテ ィ の 統 治 に お い て鍵 を握 る人 物 で も あ っ た。 カ ウ ンテ ィの譲 受 人 の 副 官 と して 、彼 らは伯

爵 の権 限 を行 使 した 。彼 らは 、一 族 や 隣人 を 、雇 用 契 約 に基 づ く家 臣 と して 自分 の周 りに置 い

た が 、 そ の 主 な役 目は 、 西 部 地域 を管 轄 す る領 主 に 奉 仕 す る こ と、 特 に戦 争 の 恐れ が あ る場 合

に 、 兵 力 を提 供 す る こ とだ っ た36。擬i似封 建 制 度 は 、 こ う して リ ッチ モ ン ドの 伝 統 的 な封 建 構

造全 体 に 浸透 して い っ た。

彼 らや そ の従 者 が集 め られ た の は 、 も っ ぱ らス コ ッ トラン ドか ら国 土 を守 る た め だ った が 、

1455年 か ら71年 に か けて は、 内乱 の 際 に も派 遣 され る よ うに な っ た。 そ の 際 は 、 国 王 の た め

に戦 うこ と も、 逆 に 国 王 を相 手 に戦 うこ とも あ っ た 。 例 えば ネ ヴィル 家 が ヨー ク支 持 を表 明 し

た とき 、 リ ッチ モ ン ドシ ャー は彼 の た め に い ち早 く兵 を結集 した 。 具 体 的 に は1455年 、1459

年 、1460年 か ら61年 に か けて 、 さ らに は新 た に即 位 した エ ドワー ドrvの た め の 、 北 部 で の 戦

争 で の こ とで あ る。 と ころ が1469年 と1471年 に は 、 リ ッチモ ン ドシ ャー は ワー ウ ィ ック ・ザ ・

キ ン グ メ ー カ ー の 下 に4回 以 上 も兵 を挙 げ 、 エ ドワー ドIVに 叛旗 を翻 した の だ 。 現 代 の歴 史

家 や 年 代 史 家 は 、 リ ッチモ ン ドシ ャ ー の人 々 が 内乱 で果 た した役 割 を繰 り返 し強調 して きた が 、

ワ ー ウ ィ ック の 「従 者 」、 「側 近 」、 あ る い は 「イ中間 」 に つ い て は あ ま り触 れ て こ な か っ た37。

とい うの も、彼 らの 間 に は擬 似 封 建 制 度 に基 づ く関係 以 上 の もの が あ っ た と分 か って い るか ら

だ。 リ ッチ モ ン ドシ ャ ー 、す な わ ち リッチ モ ン ド ・カ ウ ンテ ィ に深 く根 付 い た 、古 くか らの 封

建 的 関係 が 、 こ の 地域 の結 束 と絆 を強 固 な も の に して い た。 それ は 、 国王 の た め に使 われ た 場

合 で も、 国 王 に 向 け られ た 場 合 で も、 実 に 強 大 で あ っ た 。 これ はPlummerやMc:Farlaneは お

ろ か 、Hicksが 主 張 した とこ ろ の 「擬 似 」 封 建 制 度 と も異 な る、イ ン グ ラ ン ドの 中世 末 期 にお

い て なお 健 在 の 、後 期 封 建 制 度 に他 な らな か っ た。

リ ッチ モ ン ド ・カ ウ ンテ ィは 、イ ン グ ラ ン ドら しい 地域 とは言 え な い。 北 部 を代 表 す る地 域

とも言 え な い で あ ろ う。 カ ンバ ー ラ ン ドや ノ ー サ ン バ ー ラン ドに も 、特 に ス コ ッ トラ ン ドとの

国境 近 く に、 い くつ か の 特 権領 が あ っ た。 そ の うち最 も有 名 な の は、Durhamと い う王 権 州 で

あ る。 理 論 上 、 こ こは リ ッチ モ ン ド ・カ ウ ン テ ィ よ りも多 くの 点 で独 立 と権 限 が認 め られ て い

た。 リ ッチ モ ン ドとは 異 な り、Durhamに は 独 自の 州 奉 行 がお り、 独 自の 裁 判 所 が あ った 。 し

か し、領 主 が 司教 で あ り、 実質 的 には 国王 に よ って任 命 され るた め、 中 世 も後 半 に な る と、 リッ
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チモン ドと同様、王室からの政治的支配を受けるようになった38。現在、ノーサンバーラン ド

の別の特権領について、「イングランド北東部の歴史に関する芸術 ・文化研究センター」の後

援の下、新たな調査が行われている。順調にいけば、この調査によって、後期封建制度の重要

性が明らかになるだろう。 しか し、14世 紀および15世 紀のイングランド北部において封建制

度が重要な役割を果た したことは、現在私たちがDurhamと リッチモン ドについて持っている

知識があれば十分理解できる。擬似封建制度の登場に先立ってその主な特徴が存在 したことを

証明できるように、擬似封建制度の出現後 しばらく経ってからも王国の一部には初期封建制度

の影響が生き残っていたと主張することも可能である。イングラン ドにおける後期封建制度を

研究する歴史家は、この点に留意するべきではないだろうか。そして初期 ・後期、また擬似封

建制度も含め、イングランドにおける封建制度の時代を通 して、リッチモン ドの領主ならびに

その主だった土地保有者たちは、戦士、官僚、そして貴族とい う3つ の役割を同時に、しかも

見事に果た していたのだ。

注
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現 を用いた。
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 [Abstract] 

 Late Feudalism in England: The Case of Richmondshire 

                    Anthony POLLARD 
                            University of Teesside 

The political and social structure of the north-westem European kingdoms in the middle ages was 

different from Japan. Whereas in pre-modem Japan warriors, courtiers and administrators belonged 
to separate spheres, in Europe they did not: a great man could be, often needed to be all three, 
warrior, courtier and bureaucrat. For want of a better word the social structure in which these 

roles were performed is called feudalism. Late feudalism in England was dubbed 'Bastard 
Feudalism' in the nineteenth century, on the grounds that it was a debasement of feudalism as it 

had once been. Debate among English historians in the twentieth century focussed on its charac-
teristics. Little attention was given to the surviving forms of earlier feudalism and their continuing 

significance, especially in the frontier regions of the kingdom. This paper seeks to redress this 
imbalance by specific reference to the liberty, or 'county', of Richmond, otherwise known as 

Richmondshire, in north-west-Yorkshire. It is made possible by the survival of two collections of 
documents from c.1400 which detail the feudal structure. They, and related material, reveal that 

in the heartland of the Honour of Richmond the old arrangements still had meaning, ritually, 
financially, politically and militarily. Those that exercised power in Richmondshire, throughout the 

later middle ages on behalf of an absentee earl, were warriors and courtiers, and on occasion 
bureaucrats, whose power was significantly enhancedy their capacity to tap the residual feudal 

authority of the earl in his liberty.
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